
フィンランド共和国 にお ける言語状況

ベ トリ ニ エ メラ

1) フィン ランド共和国

フィン ラン ド共和国 の 地域は ､
ユ ー

ラシ ア大陸 の西北 ､ 北欧の 東北 の片隅に存在し､ 南と西南で

は バ ルト海 に面し､ 西北 で は スウ ェ
ー デン 王 国とノルウ ェ

ー

王 国そして東で はロ シ ア 共和国と国境
をもっ て い るo 領土は 1 91 7 年 1 2 月 6 日フ ィン ラン ドの 独立以束ほとんど変わ っ て いない が ､ 第二

次世界大戦では南東の カレリア地方
､ 中部フィン ラン ドのサッ ラ地方 ､ そして北フ ィン ランドの ペ

ッ

チャ モ 地方 を当時 の ソビ エ ト連邦に失 っ たo 戦争の影響で フィン ランドは ､ 領土の 1 2
, 5 % そして人

口 の 2
, 2 % を失 いましたo しかし､ 失われた領土の住民はほとんどフィンランドの ほう - 移住したの

で ､ フィンランド語を話す人 口 の大部分は ､ 現在 の フィン ラン ド共和 国 の領土に住むことにな っ た1

( V e h v ila /C a s t r占n 1 9 75) a

2) フィン ランドの 人 口

フィン ランドはおよそ北緯6 0 度から7 0 度の間 にあり､ 農業ができる季節が非常に短い (約 3 ケ月)
の で

､
フィン ランドの人 口 は昔からそれほど多くで はなか っ たo 以下の 妖計( 1) でも分かるように ､

人 口 は ､ 過去 1 0 0 年の 間に 二倍 にな っ たにもかかわらず ､ 人 口療度は1 平方キ ロメ
- 小 ル あたり

1 6 人しかない
｡
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スウ ェ

ー

デン 語系の 中で はオ ー

ラン ド自治 区 の スウェ
ー デン語系住民 2 3 7 42 人( 全人 口 2 5 2 5 7 人) と在フィン ラ

ンドのスウェ
ー

デン 語を話すスウ ェ
ー デン人( ” 2 3年人) も含まれてい る｡ (T il a st o k e s k u s1 99 8)

上述 の 統計でも分かるように フ ィン ラン ドの 人 口 は
､ 話されて い る言語 に関して比較的同質的で

あるo 人 口 の 9 0 % 以上もフ ィン ･ ウグロ 語族に属するフ ィン ランド語を母語として話して い る｡ 他の

西欧諸国と同様 にフ ィン ランドも少数民族の数が少なく､ 今でも人 口 の割合としてだんだんと減 っ
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て い る傾 向にあるcL 最も大きな少数派 は
､

ス ウ ェ
ー デ ン語 系 フィン ラ ン ド人であるc フ ィン ランドの

住民 の約 6 % を占めて い る スウ ェ
ー デ ン語系 フィン ランド人は

､ 法律上 多数派( フ ィンラン ド語系 フ

ィンランド人) と完全に 同じ権利を持 っ て い るo サ ー

ミ語系 フ ィン ランド人( 北サ ー ミイ ナリサ -

ミ･ コ

ル タサ ー

ミ語系サ ー ミ人) も 1 99 5 年 の憲法改正 によっ て北フィン ラン ドの
-

定 の地域では文化的

自治権が 与えられた が
､ それ以外 の フ ィン ランド人 のグル ー

プは ､

一 般的 にフ ィン ラン ド語系また

は ス ウ ェ
ー デ ン 語系 フ ィン ランド人と区別されて い ない

o 例 えば ロ マ
- ニ ー

語 系 ･ タタ ー ル 語系

( M y n tti 1 9 91/5) ヰ 話系 ｡ カ レリア語 系 ･ リ ー プ語系( 0 1 o n e t si a n) ･ エ ストニ ア語系 ･ ロ シ ア語系
フィン ランド人は こ の ようなグル ー プであるo こ の ほかに最近は多くの難民などの 外国人もフィ ン ラ

ンドに移住してきた2 の で ､
ロ シ ア語や エ ス トニ ア語やソ マリア語や ベトナ ム語などの話者が増えて

きたが ､ フ ィンランドに定住するかどうかはまだ確 実ではない の で
､
ジプ シ ー

などのグル ー

プ と区

別する｡

3) 言語法で保証されたス ウ ェ
ー デン語の 地位

1
′

9 世紀の フ ィン ランドで ､ 多数派 の フィン ランド人は フィン ランド語 を母語として使用した にもか か

わらず ､ 公式語と上級階級 の 言語は ､ 1 8 0 9 年まで続いた長 い スウ ェ
ー デン支配 の影響で スウ ェ

ー

デン語だ っ たo フ ィンランド語系 フ ィン ランド人 の フィンラン ド語の 公的な機関で の使用 は ､
ロ シ

ア皇帝アレ クサンドル 2 世によ っ て 1 8 6 3 年の言語条例で認められた｡ しかし､ フィン ラン ド語は事

実上 スウェ
ー デン語と平等な言語になっ たの は ､ 1 9 02 年両方 の 言語 が法律上同じ権限が認めら

れて以来 であるo フィン ランドが独 立 しても両言語 の 間で の権力争い は第二次世界大戦まで絶え

なか っ たが ､ 法的に 1 91 9 年の憲法と1 92 2 年の言語法によ っ て両言轟の 平等な権限が保証され

て い る｡

憲法 では ､ フ ィンランドの 国語は フ ィン ランド語とス ウ ェ
ー デ ン語 の 二 つ であり､ フィンランドの 国

民は法廷や行政などの 公 的な機 関で 自分 の母語を使う権利があると定められて い るo こ の ほ か

に国は ､ 両方 の住 民グ ル ー プ の教育や文化などに関する欲 求を満たす義務がある｡

言語払セも母語 を使用する権利が繰り替えされるが ､ その ほか に両方 の 言語が どの ような割合

で国家機 関ま和ま地方自治体で使用されるか に関してより詳 しく定められて い るo 国家行政機関

と全国 レ ベ ル の機関 の ほとんど全てにおい て ､ またこれらの機 関の重要な書類( 法 ･ 国家予算 ･ 用

紙など)
･

に関しても市民は ､ どちらの 国語 の母語話者であっ てもほぼ平等な言語権をも っ て い る｡ 1

地方自治体レ ベ ルでは ､ それぞれ の自治体は ､ 国勢調査 の 統計 によ っ て 1 0 年ごと3 に1 カ国語

地域または2 カ国語地域に決 定される｡ 少数派 の人数が自治体の 全人 口 の 8 % ない し3 0 0 0 人

以上い れば ､ 地方自治体は 二 言語併用地域として 両方 の 国語 の 平等な言語権が保 証されて い

る｡ それぞれ の地方自治体は ､ フ ィンラン ド語 の 一

言語地域ある い は ス ウ ェ
ー デン語 の

一

言語地

域( どちらか の 国語 が公 用語) またはフ ィン ランド語 が多数派である 二 言語地域あるい は ス ウ ェ
ー

デ ン語が多数派である 二 言語地域( 両方の 国語が 公用語) に分けられ る｡ こ の ように行政機関で

使われる言語
､

つ まり官僚に義務づけられる言語能力が地域規定によ っ て定めら叫て い るo ただ

し､ 憲法 の 規定によっ て 国民 はどこででも母語で 自分に関する行改を行うことができる｡ スウ ェ
ー
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( 図 1) スウェ
ー

デン 系住 民 の 主な居住地域
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絞計(2)

デン語の -

言語地域は ､

1 9 8 8 年2 4 カ所だ っ たが
､ そ

の ほとんど(1 6) はオ ー

ラン ド

自治区(A l a n d) にあっ た c

南西フィン ラン ドの オ
ー

ランド

地方 の 島 々 は ､ 1 92 1 年以降

自治権を持 っ て い る｡ 現在

(1 99 7) の 統計でそれぞれ 一

言語地域または 二 言語地域

の割合を計算すると､
スウ ェ

ー デン語系地域が減 っ て い

ることが分かる(紋計 2) o 二

言語地域はおもに西海岸 の

トゥル ク市とワ - サ市 の周辺
､

そして南海岸沿いと首都圏

に集中して い る( 図 1) 0

午 スウェ
ー デン 系-

一 言語 ニ言語地域 フ ィンランド系
-

言語 合計

1 9 8 8 2 4 ( オ ー ラン ド1 6) . 4 1 (フ ィンランド語多数派 2 1)･ 3 9 5 4 6 0

( 19 9 7) (2 0) (オ
ー

ランド1 6) (4 3) ( フィン ランド語多数派 2 1)
. (5 9 2) 4 5 5

.

(M y n tti 1 9 9 1/F e n n i c a 1 99 8)
4

準律上 スウ ェ
ー デン語系フ ィン ランド人は平等であるの で ､ 教育や マ ス コミや兵役や教会などは ､

フ ィンランド語系住民と同じように充実して い る｡ スウ ェ
ー デン語系小中学校の数(全校数 4 4 6 6)

は 3 2 1 校であり
､
その他に 3 1 ( 全校数 4 47) の 高等学校や専 門学校などがある(M y n t ti1 9 91) 0

大学レ ベ ル の 教育は
､
おもに3 つ の スウ ェ

ー デ ン語系大学で行われるが､ 3 つ の おもに フィン ラン

ド語で教える大学も場合によっ て スウ ェ
ー

デン語で教える｡ マ ス コミに関して日刊新聞は 1 5 雑そし

てその他 にさまざまな他の 雑誌などの 出版物もある｡ ラジオもスウ ェ
ー デン語の 放送を毎 日送るが ､

テ レ ビ の 場合フィ ンランド語 の放 送 の 問に スウ ェ
ー デン語 の 番組が送られることになっ て い る｡ し

かし西 南海岸で は スウェ
ー デン の 国営放送が見られるようにな っ て い るの で ､

スウ ェ
ー デン語 系

地域では情報に 関する問題 はない
｡ この ほか に兵役 の ため にスウェ

ー デン 系の 部隊もあり､ そし

て教会に関しても礼拝は ス ウェ
ー デン語で行うこともできるc 国会で は､ スウェ

ー デン 系住民の こ占

は ､ ス ウ羊
- デ ン人民党(S v e n sk a fo 1k p a r ti e t l l 人 / 2 0 0) によっ て守られて い るし､ 1 99 4 年 の

大統領選挙でも党の女性候補がわずか な標で敗北したo こ の ほか に スウ 羊
- デン 系フ ィンランド
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の国民会議もあり
､

ス ウ ェ
ー

デン 系住民の権利が 守られて い るかどうかを監視して い る｡

上 述の ように ス ウェ
ー デ ン 語系住 民 の権利 がかなり充実して い ることが明らかであるが ､ 実の とこ

ろ多数派であるフ ィン ラン ド語系住民の ほうが優先されて い る｡ フ ィ ンラン ド全国を見ると､ フィン ラ

ンド語だけ の 地域では ス ウ ェ
- デン語が 使えない 場所も多く､

ス ウ ェ
ー デ ン 語に対する偏見も多

い cL 例えば スウ ェ
ー デ ン語 系住民の 約 2 4 % は ､ 母語を使 っ たときに何らか の トラブル に巻き込ま

れたことがあり
､
そ して役所では 6 3 % の 場合 ､ ス ウ ェ

ー デ ン語を使 っ ても返事が フィン ラン ド語でさ

れる経験を持 っ て い るo
ス ウェ

ー デン語 系住民の ほとんどは バイリンガル であるが､
7 0 % は場合 に

よっ て自分の考えをフ ィン ラン ド語で表 現することが困難であると答えて い る( H S 1 9 9 7) o

4) サ - ミ語系 フィ ンランド人 の権利

サ ー ミ人は､ フィン ランドの 少数民族の中で 最も古くからライン ランドに在住し､
フ ィンランドそして

北欧全体の 先住民族でもあるとい われて い る｡ 彼らの祖先は ､ おそらく氷河時代の終わりごろ紀

元前1 0 00 0 年前ごろ南から北欧の大 西洋沿岸に住んできたが ､ さまざまな民族との 接触 のため

に彼らの 当時 の 姿が再現できない
｡ サ ー

ミ人 の言語もウラル 系民族との接触を
,

こよ っ て変化し､ 現

在の フ ィンランド語と同じ祖語をも っ て い る( C a 叩 el a n 1 9 9 7) 0

現在のサ
ー

ミ人 は
､
四 つ の 国ノルウ ェ

-

､
スウ ェ

ー デン ､ フ ィンラン ド､ そして ロ シ ア の地域に分

散し､ また言葉も1 0 種類5 cD
,

互 い にほぼ通じないぐらい の 言語に分かれてb

'

､ る( 図2) o
これらのサ

( 図 2) それぞれ の サ
ー ミ語が話されて い る地域

-

ミ語 の 中で 3 つ の 言
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語 がフィン ラン ドで話さ

れ て い る｡ 北 サ ー

ミ語

( 約 1 6 00 人) は ､ サ ー

ミ

人 の居 住地域の ほとん

ど(ウツヨ キと エ ノンテ キ

ヨ 自治体そしてイナリ自

治体の西部とソダン キ ュ

ラ自治体 のブオツ オ 地

方) で 話されて い る｡ イ

ナリサ
-

ミ語 ( 約 3 0 0

人) はイナリ自治体の 中

部そして コ ルタサ ー

ミ語

(約 3 0 0 人) はイナリ自

治体の セ べ
ッティヤル ビ

地 方 で 話 され て い る

( N u o lija r vi 1 99 1 ､

S al m i n e n 1 9 9 3) ｡ こ の

ようにサ ー

ミ諸語を話す



フィン ラン ド人は合 わせて6 約 22 0 0 であるが ､ サ
ー

ミ人の数は ､ それよりはるかに多い 5 7 3 5 人で

ある( 国会図書館 19 93) o フ ィン ランドでは
､ 法律上 でもサ ー

ミ人 の条件 は
､
｢ 1) 本人または本 人

の 父母あるい は祖父 母の どちらか
一

人がサ ー

ミ語を第
一

言語として習得したこと｡ あるい は2) 住

民票 で ラッ プ人として記述された人 の 子孫であること7
｡ あるい は 3) 両親の どちらか はサ ー

ミ代表

者会議 の選挙で投票する権限をもつ こと+ ( H E 2 4 8/1 9 94) とな っ て い るo

1 9 1 7 年独立したフ ィン ランドで は
､ サ

ー

ミ人は特別な権利を持 っ て いなか っ たの で ､ ほとんどの

サ ー

ミ人に対する行政や教育などは フィン ランド語で行われたo スウ ェ
ー デン時代からの ラシプ人

の 狩猟遊牧地域も 1 9 24 年の 法律で廃止された(F inf o 1 9 97) o 現在の サ ー

ミ人居住 地域でも

90 % の 土地 は国有 地であるo フ ィン ランドで最初の サ ー

ミ人またはサ ー

ミの 文化 を代表するグル

b プにな っ たの は ､ 1 93 1 年に設立されたサ -

ミ文化振興会(L a p i n Si v i s ty s s e u r a) である｡ サ
ー

ミ文化振興会は他の 国の サ ー

ミ人とのネットワ ー

クを作り
､

スウ ェ
ー デン の同会の設 立 にも貢献

したo この ような関係は次第に 1 95 3 年の第1 回北欧サ ー

ミ会議そして 1 95 6 年北欧サ
ー

ミ評議会

の設立 に つ なが っ た(J e rn 畠1 e tt e n 1 99 5) a

フィン ランド政府 は ､ サ ー

ミ人の問題に関してまず 1 95 2 年にサ ー

ミ問題委員会を設置し､ そして

1 9 6 0 年サ
ー

ミ問題審議会も設立したが ､ 少数民族は世界 的に注 目されるまで にサ ー

ミ人の母語

や教育や土地利用 の権利はほとんど無視されて いた｡ しかし
､ 第7 回北欧サ ー

ミ会議が 1 9 7 1 年

北欧3 カ国の政 凧 こ立法 - の動きを要求したの で ､
フ ィン ランド政府 は､ サ ー

ミ教育発 展委員会

(1 971) やサ ー ミ委員会(1 9 73) そしでサ ー ミ語教育計画委員会(1 9 73 - 7 4) を設置し､

‾またサ
ー

ミ

人の 声が直接政凧 こ届くようにサ ー

ミ代表者会読(1 9 7 3) も設立 した｡ サ ー

ミ委員会は､ サ ー ミ人

に対して 1) サ ー

ミ語 の 公用語化､ 2 ) 国有地 の天然資源の自由な使用 ､ 3 ) 特別立 法制定
､ そし

て4) 代議機関設置を提案したが､ サ ー

ミ代表者会議の 設立だけは実現した｡ このとき､ フ ィンラン

ド共和国 の 中のサ ー

ミ人居住地域も初めて明確に定義された( 図3) 0 1 9 78 年サ ー

ミ語 の共通 の

( 図 3) サ ー ミ静 系フ ィンランド人 の 居住地 域

tJT g JロEI

腐
I 机些血I

申氾D A 肝 m A)

E m m E E 【0

V TJ Q T G ロ

正書法8( P a ltt o 1 9 97) ができ､ そして

1 98 3 年基礎学校法または高校法の

改正 で ､ サ ー

ミ語は基礎学校(9 年制)

または高等学校の 教育言語として認

められた の で ､ 本格的なサ ー

ミ語とサ

-

ミ語 で の 教育が始ま っ た｡ 北サ ー

ミ

語 はすで に 7 0 年代に教育言語として

使われて いたし､
コ ルタサ ー ミ語とイナ

リサ -

ミ帝の 学習も7 0 年代に始まっ たo

サ ー

ミ静で の保育も1 9 81 年にクツヨキ

で可能になっ た｡ 8 0 年代で は ､ サ ー

ミ

語とサ ー

ミ語で の教育は ､ 年間 40 時間から2 4 0 時間に増えたし､ 1 9 8 0 年以降サ ー ミ語は ､ 母語

として大学進学限定試験でも認められた( N q o hja r vi 1 9 91) 0 1 9 8 9 - 1 9 9 0 学年度では ､ サ ー

ミ人

の 居住地域で の 小学校2 3 校中 7 校 ､ 中学校 5 校中 2 校そして高校3 校すべ てがサ ー

ミ語によ
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る教育を実施した｡

1 99 1 年制定 のサ ー

ミ言 語法( 公 の 機関にお けるサ
ー

ミ語の使用に 関する法律) によ っ て ､ サ ー

ミ語は
､
サ ー

ミ人 の居住地域( 図 3) で フ ィンラン ド語とともに公用語 にな っ て い るo すなわち､ サ ー

ミ人I
L

j:
1 役所 の 書類やサ ー ビ ス などをサ ー

ミ語で受けることができる｡ またその他 に国家機関や全

国 レ ベ ル の機関でもサ ー

ミ人は ､ 自分 の 母語を使う権利 が認 められて い るo ただし､ 現実上役 人

の ほとんどがサ ー

ミ語 ができな い の で
､ 行 政はサ

ー

ミ人 の場合 ､
通訳と翻訳 によ っ て運営され て

い るo こ の時斯からサ -

ミ代表者会議は ､ フ ィン ラン ドの国会の サ ー

ミ人とその 居住地域に関す る

審議でも､ 発言する権利が与えられた｡

こ の発展 に続き､ 1 9 9 5 年フ ィン ラン ドの 憲法改 正でサ
ー

ミ人は
､
サ ー

ミ人 の居住地域で言語と

文化に関して文化的自治権が与えられた｡ サ -
-

ミ人の 代表者として ､
こ の自治権を運営すること

に当た っ て
､
4 年に 1 度選ばれるサ ー ミ代表者会議が任命された｡ しか し､ サ ⊥

ミ人の 母語と文化

に対する権利がこ の ように強化されたにもかか わらず ､ 昔の 狩猟 ･ 遊牧土地に関す る権利は ､ ま

だ認 められて いない し9
､ サ ー

ミ人の定義もまだ唆昧である｡

サ ー

ミ語 の情報機関に関して歴史は 比較的長 い ｡ 最初のサ ー

ミ語の 新聞は 1 9 3 4 に設 立され ､

そしてラジオ放送も 1 9 4 7 年に始まっ た｡ 現在フィン ランドで発行されるサ ー

ミ語の 新聞は月刊誌

であるが､ ノルウ ェ
ー の新聞も良く読まれて い る｡ 1 9 8 7 年以降イナリサ -

ミ語で の新聞も発行され

たが ､ 多くのサ ー

ミ人は ､
フィン ランド語で教育を受けたの で ､ 母語 に関しては 読む力が乏し い ま

たは文盲であることが多い
｡ そのため に ､ ラジオ はサ

ー

ミ人 のもっ とも重要な報道機 関である｡ サ

ー ミ語の テ レ ビ放送は ､ ノルウ ェ
- の 国営放送で しかない ｡

最近のサ
ー

ミ人に対する法律改正 でサ ー

ミ人 の母語に対する権利 は ､ 比較的改善された｡ しか

し､ フ ィンランド語系住民とスウ ェ
ー デン 語系住民と平等に生活 できるために ､ 土地 の利用に関す

る権利の 回復などの 問題 は解決 しなければならな い o こ の ほ かに
､
サ -

ミ語で の 教育はまだフ ィ

ンランド語とスウ ェ
ー デン語 の教育より資料や人手や資金などが不足して い るo

5) 他の 少数言語グ ル ∵ プ

フ ィンランドの 少数民族の 中で フィン ランド人と同じぐらい古くからフ ィンランドに住んで い るグル -

プは､ 同じフィン ･ ウグロ 語族 に属するカ レリア語 系( K a r e li a n) とリ
ー ブ語系(Li v v i , 0 1 o n e t si a n )

フ ィンランド人である｡ 両方の グル ー プは ､ もともと東フィンランドに住ん で いたが ､ 第2 次世界 大

戦で 地域がソ連に失われたので ､ カ レリア語とリ ー ブ語 系住民 は西 に移住しなけれ ばならなか っ

た｡ カ レリア語系住民はおもに束フィンランドの クオピオ 地方とス オ ム ッサ ルミ地方 に数千人 ､ そし

てリ ー ブ語 系 はクオピオ 地方 の 他 に フ ィン ランド全 国 に 同じぐらい 散らか っ て い る(S a l m i n e n

1 9 9 3) ｡
フ ィンランドで 両方 の言語 は多くの場合フ ィンランド語 の方言として見なされて い る の で ､

言語として の 権利が認められて い ない
｡ そのため に両方 の言語 の 話者は ､ おもにフ ィンランド語を

一便用し
､
ほとんどが高年齢である｡

ジプ シ
ー も非常に古くからフ ィンランドに住んで い るo 最初の ジプ シ ー は､ すで にフ ィンランドが

スウェ
ー ザ ン 王 国の

一 部分だ っ たとき､ 1 6 世紀に移住してきた｡ 当時 の スウェ
ー デン 当局はジプ
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シ ー

を王 国の東 に追い 出すような政策をもっ て い た の で ､
ジプ シ ー の ほとんどは フ ィン ランドに移

住したo しかし
､ 文化と言語は先住民とだい ぶ異な っ て い た の で ､ 差別と偏見の 対象にな っ たQ 現

在おもに東や中部フ ィン ランドそして大都会に住んで い る約 6 0 0 0 人10 のジプ シ ー

は ､ 他 の フ ィン

ランド人と同じ権利と義務が認 められて い るが
､ 社会の中でまだ比較的低 い 地位をもっ て い るo

約 2 0 % の ジプ シ
ー

は ､ 住居が貧 困であるかあるい は定住所をも っ て い ない( M y n tti 1 99 1) ｡ フ ィ

ン ランドの ジプシ ー

は ､ 差別 によ っ て長い 間社会 の 中から孤立されたにもかか わらず､
ジプ シ ー

の言語はだい ぶフ ィン ランド語化して い るo 1 95 0 年代に 8 0
0
/o のジプ シ ー は､ 日常会話で フ ィン ラ

ン ド語を使 っ て い たo ただし当時 のジプ シ
ー

の 7 0 % は ､ まだロ マ
-

ニ ー 語( R o m a n i) も話すことが

できた o 現在ジプ シ
ー

の ほとんどは ､
ロ マ

-

ニ
ー

語が話 せない
｡ 年寄りさえもロ マ

-

ニ
ー

語よりフ ィ

ン ランド語 で会話 して い る( N u o lij免r vi 1 9 91) o
ロ マ

-

ニ
-

語 の 文学や教 育などは ､ 最近まで い

っ さいなか っ たの で
､

ロ マ
-

ニ ー 語が家庭内の 言語としてだけ生き残 っ た｡ ジプシ
ー

系住民協議

会( R o m a a mi a si ai n n e u v ot t e l u k u n t a) は ､ 1 9 90 年からロ マ
-

ニ
ー

語とジプシ
ー

文化の講座を

開き､ ジプ シ
ー

系住民のため の ロ マ
-

ニ
ー

語 の 教師を養成そろことを目的として い るo 将来的に

ジプシ
ー

系住民は ､ 母語として ロ マ
-

ニ
ー

語を勉強することができるような体制を作ろうとして い る.

現在も多くの ジプシ
ー

系住民の子どもが自分 の母語 に興味を持 っ てい るが
､ 教育制度はまだそ

の欲求に答えられな い
｡

フィン ランドは ロ シ ア帝国に属して いたとき､ さまざまな ロ シ ア領土 の民族はフィンランドにもきた｡

タタ
ー

ル 人も､ すで に 1 8 3 0 年代にロ シ ア軍とともに - ル シ ン キで働い ていたが ､ おもに1 9 世紀の

終わりに商人としてフィンランドに移住したo 現在の約 1 00 0 人 のイスラム教徒のタタ ー ル系フィン

ラン ド人は ､ おもに首都圏に住んで い るo 1 94 8 年から1 96 9 年までタタ ー ル 人小学校もあっ たが ､

現在のタタ ー

ル 系住民の教育はす べ てフィンランド語で行われて い る｡ タタ ー ル 系フィンランド人

の主な言語 は
､
フ ィン ランド語であるが､ ほとんどはまだタタ ー ル 静も話すことが できる( M y n tti

1 99 1) 0

手話 は
､ 言葉通りの少数民族の 言語として囲められない が､ 手話を使用するフィン ランド人もか

なり多い の で ､ 少数民族とともに少数派の言語として取り上げる べ きであるo 現在約 80 O O 人 の聴

覚障害者の約 5 0 0 0 人が手話を使用して い る(N u olija rv i 1 9 9 1) ｡
フ ィン ラン ドで話されて い る手

話は ､ 二 つ の方言 に分かれて い る｡
スウェ

ー デン 語系手亭古学校(1) の 手話とフ ィン ランド系手話

学校(1 7) の手話である( G ri m e s 1 9 96) ｡ 行 政は手話を話す住民 に必要 に応じて(例えば病院 ･

大学 ･ 教会 ･ 裁 判などに行く場合) 通訳を提供して い るが､ 時間数は国の予算による｡ 国営と民営

の テ レ ビ番組 みには字幕が療供されるが ､ 手話 による番組が少な い
｡

.
聴覚障害者の親に手話 の

教育が無量で提供されるo この ほかに多くの 市民カ レ ッジでは
一

般人が手話を勉強できる｡ 手話

の現在の 地位は､ サ ー ミ語やロ マ
- -

ニ 丁 語などの少数民族の言語と非常に似て い る｡

6) 結論

フ ィン ランド共和国は
､ 短 い 8 1 年の歴史の 間､ す べ て の 国民に対して平等な民主主義国家 - の

道をたどっ てきた｡ 国家を建設されたときからの 憲法 によ っ て フィン ランドに住む少数民族も､

-
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方ではそ の 権利 が認められた( スウ ェ
ー デ ン系住民) が

､ 他方ではほか の 先進 国と同じように無視

されたこともあ っ た(サ ー ミ系住民) ｡ しかし現在の傾向を見ると､ フィ ン ランドの 社会の 中で少数 民

族の 言語と文化 に対する意識が比 較的よく受け止 められて い る｡ サ ー

ミ人に与えられた文化的な

自治権やす べ て の少数派 に対する自分 の文化と言語に関する教育の 改善がそ の傾向を表面化

して い るc 学校教育の 中で外国人さえも自分の 母語を勉強することができる｡ しかし､ いまだに少

数民族 の 立場 は国 の経済状況 によ っ て影響され るo 不景気 の 波が押し寄せると､ 少数派に 向け

られる教育などの 予算は最初に削られることにな っ てしまうo こ の ほか偏 見がまだ存在して い る の

で ､ 多数派 の 意識 教育がまだ十分に行われて いない ようだ｡ 北 欧 の 民主主義も､ 比較的平等な

社会 - と発展してきて い るが
､
これからも常によりよい制度を目指し､ 自主的な改善を目標 にしな

ければならない ｡
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8) 脚注

1
今でもロ シ ア 連邦の カ レリア 自治 共 和国とサ ンクトペ テ ル ス ブ ル グ地区では

､
フィン ランド常 に近 い フィン ･ ウグロ

系言語(I n g ri a n 3 0 2 人 ､
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V e p si a n 6 35 5

人など) が話されて い る(S al m i n e n 1 9 9 3) o

2
1 9 9 7 年フィン ラン ドに在住する外国人 の 数は 8 0 6 0O 人 である｡ 中で 桔ロ シ ア人(1 4 3 1 6 人) ､

エ ストニ ア 人(9

6 8 9 人) ､
スウ ェ

ー デン人(7 5 0 7 人) そしてソ マリア人(5 2 3 8 人) は 最も多 か っ た｡ (T il a s t ok e sk u s 1 99 8)

3
現在 の 状況 は 19 9 3 年から2 0 0 2 年まで続く

｡

4
期間は 19 9 3 ･ 2 0 0 2 年で あるの で､

19 9 7 年 の デ - タは ､ 19 9 7 年の 時点で数えた場合の 状況で あるo

5 南サ ー ミ語( N o r 数百人) ､ ク ー メサ
-

ミ語(S w e 2 0 人以下) ､
ピ ー トサ ー ミ語(S w e 2 0 人以下) ､

ル ー レサ ー ミ驚

(S w e/N o r 約 2 0 0 0 人) ､ 北サ ー ミ欝(S w e 数千人 ･ N o r 2 0 0 0 0 人以上 ･ F i n 約 16 0 0 人) ､ イナリサ - ミ語(F i n 約

3 0 0 人) ､
コ ル タサ ー ミ簿､ (Fi n 約3 00 人 ･ R u s 約 2 0 人) ､ アッカラサ ー ミ語( R llS 8 人) ､ キ ル デイン サ ー ミ語･(R Ⅵs

7 9 7 人) ､ テ ル サ ー ミ語( R u $ 6 人) というサ ー ミ語が区別されて い るo (S al m i n e n 1 9 9 3)

6
住民登録 でほ サ ー ミ語系住民ほ 1 7 16 人であるが､ サ ー ミ代表者会儀 の 調査では サ ー ミの 居住地域だけでも

2 17 2 人だ っ た(国会図書館 1 9 9 3)
0

6
住 民登録でほ サ ー ミ語系住民は 1 7 16 人であるが､ サ ー ミ代表者会議 の 調査では サ ー ミの 居住地域だけでも

2 17 2 人だ っ た( 国会図書館 19 9 3) ｡,

T
ラップ人 は

､
独 立以 前の フ ィンランドでトナ カイ遊牧や狩猟などの 権利 が与えられ た北フィン ランドの 住民 の ことを指す

｡
ラップ

人は 遊牧地域を所有し
､
そ の分におい て 国に税金を納めた

o

8
1 9 7 8 年 以前もサ ー ミ静で書か れた本が数多くあっ た が

､ 教育の ための共通 の正 事故がなかっ たo

9
フィンランドはまだ 19 8 9 年改正されたI L O の 先住

･

部族的民族条約( 16 9 号) を満たしてない
｡

10
スウェ

ー デ ン にも30 0 0 人 の フィ ンランド語を話すジプシ
ー が住ん で いる(M y n tti 1 9 9 1) o
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